
「恵庭市行政改革大綱 2026（案）」のパブリックコメントの意見募集結果及び意見に対する市の考え方について（案） 

 

１．募集期間  令和 7 年 12 月 12 日（金） ～ 令和 8 年 1 月 13 日（火） 

２．意見総数  

持参 郵送 ファックス 電子申請 メール 合計 

0 0 0 1 0 1 

 

３．寄せられた意見 

寄せられたご意見に対する考え方を以下のとおり説明いたします。 

寄せられたご意見については、個人を特定する箇所やご意見以外の記述を除き、可能な限り原文のとおり掲載しております。 

なお、ご意見は全て恵庭市行政改革推進委員会へ報告いたします。 

番

号 
寄せられた意見の概要 ご意見に対する恵庭市の考え方 

1 

全国で水道管破裂での道路陥没が起きてますが、検査して耐久年数内で問題ない

からと放置するのはいかがなものか。硫化水素だその他ガスで耐久なんて減ってい

く。耐久年数よりマイナス１０～２０年と見たほうが良いのではないか。 

予算が無い？毎年毎年使い切らないとダメってことにいい加減気付いたほうが良

いのでは？今の時代なら投資などで増やしても良いと思う。 

貴重なご意見ありがとうございます。 

恵庭市行政改革大綱 2026（案）の推進項目である公共施設マネ

ジメントの推進では、各インフラの長寿命化に関わる計画等に基づ

き、優先順位をつけて計画的に更新するとしております。 

上下水道管につきましては、恵庭市水道事業管路更新計画及び恵

庭市下水道ストックマネジメント計画に基づき適正管理に努めてま

いります。 

 


